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   介護老人福祉施設 すずらん 重要事項説明書 

〈令和 8年 6 月 1 日 現在〉 

 

当施設は介護保険の指定を受けています 

 

長野県指定  第 ２０７２１００８４１ 

 

 当施設は、ご入居者に対して指定介護老人福祉施設サービスを提供します。 

施設の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたい事を次のとおり説

明します。 

当施設は、原則として要介護認定の結果「要介護 3～5」と認定された方が対象となり

ます。 

 

１．介護老人福祉施設すずらんの概要 

（１） 事業所の名称、所在地等 

事業所名 介護老人福祉施設 すずらん 

所在地 長野県北佐久郡立科町大字芦田７２０番１ 

介護保険事業所番号 介護老人福祉施設 （ ２０７２１００８４１ ） 

  

（２）同施設の職員体制 

 資格 常勤 非常勤 業務内容 計 

施設長 介護支援専門員 １名  管理業務 １名 

副施設長（兼務） 介護支援専門員・社会福祉士 2名  管理業務 １名 

医師 医師 嘱託 １名 医療業務 １名 

生活相談員 社会福祉士 2名  生活相談業務 1名 

管理栄養士 管理栄養士 １名  栄養管理業務 １名 

機能訓練指導員   理学療法士 １名  機能訓練業務 １名 

介護支援専門員 介護支援専門員 2名  サービス計画作成業務  2名 

事務職員  4名 1名 庶務事務 5名 

看護職員 看護師 

准看護師 

 2名 

   
9名 看護業務 11名 

介護士 

介護福祉士 

介護職員実務者研修、初任

者研修、訪問介護員 2級、

認知症介護基礎研修   

その他 

35名 11名 介護業務 46名 

清掃係   1名 清掃業務 1名 
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（３）事業所の設備の概要 

定  員 １００名 家族宿泊室 1室 

居室 

ユニット １０ユニット 医務室 １室 

個室 

（入居） 
９４室 食堂･ﾘﾋﾞﾝｸﾞ ユニット毎 

個室 

（短期入所） 
 ６室 地域共生スペース 1室 

浴室 
ユニット毎 ライナー浴槽 

個浴施設全体 特殊浴槽 1台 
理美容室 １室 

キッチン ユニット毎 図 書 室 １室 

 

（４）業務の委託 

    献立・調理業務については、外部業者への委託となっていますが、当事業所の管

理栄養士の指示のもと適温適時による食事の提供をします。 

 

２．サービス内容 

①施設サービス計画の立案   ⑧特別な食事の提供 

②食事            ⑨理美容サービス 

③入浴            ⑩行政手続代行 

④介護            ⑪日常費用支払代行 

⑤機能訓練          ⑫所持品保管 

⑥生活相談          ⑬レクリエーション 

⑦健康管理          ⑭その他施設内で生活をする上で必要な事項 

         

 

３．利用料金 

（１）基本料金（政令・省令の定める額とします。） 

    （負担割合証を提示してください。） 

 

① ユニット型介護福祉施設サービス費                     

 １日当たりの 

利用料金 
１割自己負担 ２割自己負担 ３割自己負担 

要介護度１ ６，７００円 ６７０円 １，３４０円 ２，０１０円 

要介護度２ ７，４００円 ７４０円 １，４８０円 ２，２２０円 

要介護度３ ８，１５０円 ８１５円 １，６３０円 ２，４４５円 

要介護度４ ８，８６０円 ８８６円 １，７７２円 ２，６５８円 

要介護度５ ９，５５０円 ９５５円 １，９１０円 ２，８６５円 
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【加算の状況】 

Ⅰ．看護体制加算Ⅰロ  

   常勤の看護師を１名以上配置しています。 

１日当たりの加算料金 １割自己負担 ２割自己負担 ３割自己負担 

４０円 ４円 ８円 １２円 

 

Ⅱ．日常生活継続支援加算 （条件を満たす期間において） 

   介護福祉士の割合が利用者６に対し１以上、かつ６ヵ月間(１２ヵ月間)の新規入

所者の総数に対し、日常生活自立度のランクがⅢ、ⅣまたはⅤに該当する者の割合

が６５％以上、または介護度４以上の者の割合が７０％以上を占めています。 

１日当たりの加算料金 １割自己負担 ２割自己負担 ３割自己負担 

４６０円 ４６円 ９２円 １３８円 

 

 

Ⅲ．夜勤職員配置加算Ⅱ 

  人員基準＋1 人以上の介護・看護職員を夜勤時間帯に配置します。 

１日当たりの加算料金 １割自己負担 ２割自己負担 ３割自己負担 

１８０円 １８円 ３６円 ５４円 

 

 

Ⅳ．療養食加算  

    療養食が必要な方には、定められた基準に基づき療養食を提供します。 

１回当たりの加算料金 １割自己負担 ２割自己負担 ３割自己負担 

６０円 ６円 １２円 １８円 

 

 

Ⅴ．看取り介護加算（Ⅰ）（同意を得られた日より、施設でのお看取り時から遡り算定） 

医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した

入居者について看取り介護を行います。 

 １日当たりの加算料金 １割自己負担 ２割自己負担 ３割自己負担 

死亡日以前３１日以

上４５日以下 
   ７２０円    ７２円 １４４円   ２１６円 

死亡日以前４日以上 

３０日以下 
 １，４４０円   １４４円 ２８８円   ４３２円 

死亡日前日及び 

前々日 
 ６，８００円   ６８０円 １，３６０円 ２，０４０円 

死亡日 １２，８００円 １，２８０円 ２，５６０円 ３，８４０円 
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Ⅵ．初期加算 （入居開始後等３０日間 ） 

入居開始後３０日以内の期間は、加算されます。また、３０日を越えて病院等へ入

院し再び当苑を利用した場合も３０日以内は、加算されます。 

１日当たりの加算料金 １割自己負担 ２割自己負担 ３割自己負担 

３００円 ３０円 ６０円 ９０円 

 

 

Ⅶ．外泊加算 （外泊時の６日間 ） 

入院または外泊した期間の取扱いについては、介護保険給付の扱いに応じ、１月

に６日を限度として加算されます。ただし、入院又は外泊の初日及び最終日は算定 

しません。 

１日当たりの加算料金 １割負担 ２割負担 ３割負担 

２，４６０円 ２４６円 ４９２円 ７３８円 

 

 

Ⅷ.科学的介護推進体制加算（Ⅱ） 

   入居者ごとの ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入居者の心身 

  の状況等に係る基本的な情報に加えて、入居者ごとの疾病の状況等の情報を、LIFE

（科学的介護情報システム）を用いて厚生労働省に提出していること 

１月当たりの加算料金 １割負担 ２割負担 ３割負担 

５００円 ５０円 １００円 １５０円 

 

 

Ⅸ.個別機能訓練加算(Ⅰ) 

  理学療法士・作業療法士等を１名配置し、多職種が共同して個別機能訓練計画を作

成し、計画的に機能訓練を行います。 

１日当たりの加算料金 １割自己負担 ２割自己負担 ３割自己負担 

１２０円 １２円 ２４円 ３６円 

 

 

Ⅹ.個別機能訓練加算（Ⅱ） 

  （Ⅱ）は（Ⅰ）を実施している入居者について、個別機能訓練計画の内容等の情報 

  を厚生労働省に提出し、訓練の実施について当該情報その他機能訓練の適切かつ有

効な実施のために必要な情報を活用すること。 

１月当たりの加算料金 １割自己負担 ２割自己負担 ３割自己負担 

２００円 ２０円 ４０円 ６０円 
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ⅩⅠ.褥瘡マネジメント加算（Ⅰ） 

    入居者ごとに褥瘡の発生と関連のあるリスクについて、入居時等に評価すると 

  ともに、少なくとも 3ヶ月に 1回評価を行い、その評価結果等を厚生労働省に提   

  出し、褥瘡管理の実施に当たって当該情報等を活用していること。 

  褥瘡の発生が有った場合に算定します。 

１月当たりの加算料金 １割自己負担 ２割自己負担 ３割自己負担 

３０円 ３円 ６円 ９円 

  

 

ⅩⅡ.褥瘡マネジメント加算（Ⅱ） 

  （Ⅰ）の算定要件等を満たしている施設において、入居時の評価の結果褥瘡が発生 

  するリスクがあるとされた入居者について、当該月に褥瘡の発生がない場合に算定し

ます。 （１ヶ月１３単位）      

１月当たりの加算料金 １割自己負担 ２割自己負担 ３割自己負担 

１３０円 １３円 ２６円 ３９円 

 

 

 ⅩⅢ.安全対策体制加算（入居時に 1回） 

   外部の研修を受けた担当者が配置され、施設内に安全対策部門を設置し、組織的に 

  安全対策を実施する体制が整備されていること 

１回当たりの加算料金 １割自己負担 ２割自己負担 ３割自己負担 

２００円 ２０円 ４０円 ６０円 

 

 

ⅩⅣ. 再入居時栄養連携加算 (退院時の１回に限り) 

    栄養マネジメントを算定している方が医療機関へ入院し、入居時とは大きく異 

なった栄養管理が必要となって退院する場合、医療機関の管理栄養士と相談して

栄養ケアを作成します 

１回当たりの加算料金 １割自己負担 ２割自己負担 ３割自己負担 

４，０００円 ４００円 ８００円 １，２００円 

 

 

ⅩⅤ．協力医療機関連携加算 

    施設内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、協力医療機関との連携の下で 

    より適切な対応を行なう体制を確保する（1ヶ月 50単位） 

１月当たりの加算料金 １割自己負担 ２割自己負担 ３割自己負担 

５００円 ５０円 １００円 １５０円 
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ⅩⅥ.生産性向上推進体制加算（Ⅱ） 

① 入居者の安全並びに介護サービスの質の確保及び、職員の負担軽減に資する方策を検

討するための委員会の開催や必要な安全対策を講じていること 

② 見守り機器等のテクノロジーを導入していること 

③ 生産性向上ガイドラインの内容に基づいた業務改善を継続的に行なうこと 

④ 事業年度毎に、生産性向上の取組に関する実績について厚生労働省への報告を行なう

こと 

１回当たりの加算料金 １割自己負担 ２割自己負担 ３割自己負担 

１００円 １０円 ２０円 ３０円 

 

 

ⅩⅦ．介護職員等処遇改善加算Ⅰロ 

介護職員の処遇改善を図るため、１ヶ月の介護報酬に対して１７．６％が加算され

ます。 

 

（２）食費 １日当り１，４４５円 

但し、所得段階に応じ減額になります。（減額認定証の提示をして下さい。） 

負 担 限 度 額 

利用者負担第１段階 利用者負担第２段階 利用者負担第３段階① 利用者負担第３段階② 

１日／３００円 １日／３９０円 １日／６５０円    1日／１,３６０円 

※入居者が希望する特別な食事については別途実費をいただきます。 

 

（３）居住費  

①個室 １日２,０６６円 

但し、所得段階に応じ減額になります。（減額認定証の提示をして下さい。） 

負 担 限 度 額 

利用者負担第１段階 利用者負担第２段階 利用者負担第３段階 

１日／８８０円 １日／８８０円 １日／１，３７０円 

※社会福祉法人の入居者負担の軽減対象になる方も入居時に認定証の提示をお願いします。 

※入院または外泊をした場合（入院または外泊初日と最終日は除き月６日、月をまたいだ

場合１２日まで）外泊加算２４６円(１日)をいただきます。 

 入院中においては、居住費のみご負担いただきます。 

 7 日目以降は、負担限度額の適用対象外となります。（１日／２，０６６円） 

 

（４）その他の日常生活費    

① 日常生活の身の回り品（ティッシュ、口腔ケア用品等）・・・実費 

② 理美容費 

外部美容師による理美容を利用・・・ 実費（1回 2,000円） 

③ 嗜好飲料費・・・1日 260円 

④ 居室での電気器具使用料相当額・・・テレビの持ち込み・携帯電話の充電・冬場の
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電気毛布の使用等 １台 50円/1日 2台目以降 1台につき 1日 20円増 

⑤ エンゼルケア代金・・・（4，500 円）お亡くなりになられた際に着用する浴衣やお

顔にかける布等の実費と、職員がお身体を清拭したり、お化粧を行なう費用を指し

ます。 

⑥ その他 

上記のほか入居者が選択するレクリエーション費用､買い物代金の費用、特別な食事

などは自己負担になります。 

 

（５）支払方法 

毎月１８日までに前月分の請求書を発行し、２５日(土日祝の場合は、その翌日)に 

    指定口座より振替させて頂きます。 

お支払方法は、現金納付、口座自動引落しの２通りの中からご契約の際に選べます。 

 

４．入居及び退居の手続き 

（１）利用手続き 

事前に申し込みをいただき、入居判定会議で決定した入居順位により居室に空き 

があればご入居いただけます。但し、急を要する等の特別の事情がある場合は、 

この限りではありません。 

入居の前に自宅等へ訪問し、身体状況等について面接をさせていただきます。 

入居と同時に契約を結び、サービスの提供を開始します。 

 

（２）退居手続き 

① 入居者の都合で退居される場合 

    退居を希望する日の７日前までにお申し出下さい。 

②自動終了 

以下の場合は､双方の通知がなくても､自動的にサービスを終了いたします。 

・入居者が他の介護保険施設に入所した場合 

・介護保険給付でサービスを受けていた入居者の要介護認定区分が非該当（自立） 

または要支援と認定された場合 

※この場合､所定の期間の経過をもって退居していただくことになります。 

・入居者がお亡くなりになった場合 

③その他 

・入居者がサービス利用料金の支払いを３ヶ月以上遅滞した場合、または入居者やご 

家族等が当施設や当施設の従事者に対して本契約を継続し難いほどの背信行為があ 

った場合は、退居していただく場合があります。 

・やむを得ない事情により、当施設を閉鎖または縮小する場合、契約を終了し、退居 

   していただく場合があります。この場合、できるだけ３０日前までに文書で通知い

たします。 

 

５．当施設のサービスの特徴等 

（１）運営の方針 
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施設入居者一人ひとりの意思及び人権を尊重し、その居宅における生活の復帰を念

頭に置いて、今までの暮らしが継続できるよう配慮しながら、自律的な日常生活を支

援します。 

（２）職員の資質向上 

職員の研修は、年 1 回以上実施しています。 

（３）施設入居にあたっての留意事項 

① 面会はできるだけ、午前１０時から午後４時までの間にお願いします。 

② 外出、外泊は希望により出来ます。 

③ 飲酒は、決められた場所で出来ます。 

④ 設備､器具の利用は生活相談員に相談下さい。 

⑤ 所持品の持込みは居室の利用できる面積に限りがありますので詳しくは、利用前

に確認ください。 

(４) 「福祉サービス第三者評価」は、実施していません。 

 

６．緊急時の対応  

   事業者は、入居者の健康状態が急変した場合は、あらかじめ届けられた連絡先に可 

  能な限り速やかに連絡するとともに、医師等に連絡を取る等必要な対応をします。 

 

７．事故発生時の対応 

   転倒等の事故が発生した場合は、入居者の身体状況を確認した上で速やかに家族・ 

  市町村等へ連絡をすると共に、医師等に連絡を取る等必要な対応をします。事故後、 

  文書にて報告書を作成しその内容について職員に周知徹底し再発防止に努めます。 

 

８. 嘱託医 

嘱託医師：「柳澤医院」柳澤 伸孔 医師 

   所在地：長野県北佐久郡立科町大字芦田２８３５番地２ 

   ＴＥＬ：０２６７－５６－１０４５ 

   診療科：内科、外科、整形外科、消化器科、循環器科、小児科 

 嘱託歯科医師：「ながい歯科医院」永井 敏 歯科医 

  所在地：長野県北佐久郡立科町大字芦田２００６番地 

  ＴＥＬ：０２６７－５６－１１６５ 

  診療科：一般歯科、小児歯科、歯科口腔外科 

     

 

９．協力医療機関 

   協力医療機関は「川西赤十字病院」  

   所在地：長野県佐久市望月３１８番地 

   ＴＥＬ：０２６７－５３－３０１１ 

   診療科：内科、外科、整形外科、眼科、消化器科、循環器科、リウマチ科 

リハビリテーション科 
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１０．非常災害対策 

① 防災時の対応は防災計画に基づき行います。 

② 防火管理者は施設長です。 

③ 防災設備は基準に適合しています。 

④ 防災訓練は年２回行います。 

⑤ 防火責任者を選任しています。 

 

 

１１. サービス内容に関する相談・苦情 

①事業所の相談・苦情 

    １．施設ご利用者相談・苦情担当 

電 話 ０２６７－５６－１９５５ 

          （受付時間：月曜日～日曜日 午前９時～午後５時） 

  苦情受付担当者 副施設長   (介護支援専門員）  氏名  竹内 雅子   

  苦情解決責任者 施設長     （介護支援専門員）  氏名  五十嵐 恵  

   

  ２．当事業所 第三者委員会 

② 長野県国民健康保険団体連合会 ＴＥＬ０２６－２３８－１５８０（苦情窓口） 

③ 各市町村介護保険担当窓口（立科町）ＴＥＬ０２６７－５６－２３１１ 

１２．その他 

  ・入居者本人または他の入居者等の生命または、身体の保護のため緊急やむを得ない 

    場合に行った身体拘束については、家族等の承諾を得て、その理由・経過等を記録

し改善に努めます。 

  ・本説明書のうち、厚生労働省が定める介護報酬単位の改定に係るサービス料の変更

及び事業者の軽微な変更については、別途通知により説明したものとします。 

 

 

１３．当事業者の概要 

名称・法人種別    社会福祉法人ハートフルケアたてしな 

代表者役職・氏名   理事長  土 屋  春 江 

本事業所所在地    北佐久郡立科町大字芦田７２０番１ 

電話番号       ０２６７－５６－１９５５    

   

 

 実施事業 

 

及び事業所数    居宅介護支援 

居宅介護支援事業所たてしな       １カ所 

 

         指定介護老人福祉施設  



 １０ 

介護老人福祉施設すずらん        １カ所 

         

 短期入所生活介護 

           介護老人福祉施設すずらん        １カ所 

介護予防短期入所生活介護   

介護老人福祉施設すずらん        １カ所 

 

通所介護 

デイサービスセンター やすらぎ      １カ所 

デイサービスセンター ほほえみ      １カ所 

 

             介護予防通所介護  

デイサービスセンター やすらぎ      １カ所 

デイサービスセンター ほほえみ           １カ所  

 

             認知症対応型共同生活介護 

グループホームだんらん         １カ所 

             通所介護 

               デイサービスだんらん          1カ所 

  

訪問介護 

ヘルパーステーションたてしな      １カ所 

             介護予防訪問介護 

ヘルパーステーションたてしな      １カ所 

 

 

市町村からの受託介護サービス事業  
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令和  年  月  日 

 

   介護老人福祉施設利用にあたり､入居者に対して契約書及び本書面に基づいて重要 

事項を説明しました。 

 

事業者 

                〒３８４－２３０５ 

所在地  長野県北佐久郡立科町大字芦田７２０番１ 

名 称  介護老人福祉施設すずらん 

施設長   五 十 嵐  恵  印 

 

説明者  介護老人福祉施設すずらん 

生活相談員  大 森  聡  印 

       依 田 佳 奈 印 

 

私は､契約書及び本書面により､事業者から介護老人福祉施設についての重要事項の説明

を受けました。 

 

入居者  住所 

 

氏名             印 

 

（代理人） 住所 

 

氏名             印 

 

領収書・請求書の発送先 

氏
ふり

 名
がな

 
 

 
続柄 

 

住 所 
〒 

 

ＴＥＬ  

氏
ふり

 名
がな

 
 

 
続柄 

 

住 所 
〒 

 

ＴＥＬ  

 


